






施設で退所者 8 名のうち 6 名の方を看取っている（図
３）．それを支えている施設の医療体制は現在，管理
医師 1 名・看護師 5 名で，夜間はオンコール対応で行
われている．施設での看取りケアは，苦痛の緩和や
安寧な姿勢の保持，清潔の保持といった身体的ケア
のほか，気分転換や会話，音楽，本人が好む嗜好品の
工夫といった生活面でのケアも含まれる．さらには
家族との関係の調整や都度行われる医師からの病状
説明の調整や死後の諸問題に関する相談などのサ
ポートも必要となる．

当施設では，平成 17 年頃より，看護カンファレン
ス（出席者：施設課長，看護主任，介護主任）にて看
取りについての検討がされるものの，看護職員の負
担増などにより意見がまとまらず，なかなか体制が
整わなかった．しかし，平成 18 年 4 月の介護報酬改
定にて「重度化対応加算（10 単位 / 日）」が新設され，
算定要件には，看護師の常勤と夜間における 24 時間
連絡体制の確保，看取りに関する指針の策定などが
含まれた．さらに，これを算定している施設で医師
が終末期と判断した入所者を，多職種協働で家族の
同意を得て看取った場合に算定できる「看取り介護
加算（160 単位 / 日）」も新設され，体制を整備して
いった4)．まず，看取りについての指針を作成．同年
6 月，家族への説明会を開催し，承諾を得る．同時に
管理医師と多根総合病院の協力により，24 時間の看
取り体制を整えた．平成 19 年度には「看取り検討委
員会」を発足し，管理医師・施設長・看護職員・介護
職員・相談員・ケアマネジャー・管理栄養士と多職種
で構成し，議事内容はその期間に行った看取りにつ
いての振り返りが主であった．平成 21 年度の介護報
酬改定では「重度化対応加算」が廃止され，「看取り
介護加算」も見直され，現在の体制に至る5)（表１)．
この年には「看護・介護職員研修」にて看取りについ

ての研修を開始した．平成 23 年度になる頃には職員
だけでなく，家族の中でも施設で行う看取りについ
て，自然な形で受けとめてもらえるようになってき
た．それに伴い，本人の気持ちやそれを取り巻く家
族や職員の気持ちにも焦点が向くようになり，それ
を検討する材料として看取り報告書を作成した．「食
事」「清潔」「環境」「その他」と 4 項目に分け，職種を
問わず，関わった職員誰もが自由に記入できるよう
に且つ，見ることができるようにすることで，同じ意
見であれば，横の欄にそのことを記入できるように
した．平成 24 年度では介護職員，看護職員だけでな
く，施設全体で看取りについての理解を深めるため
に，研修の場を「施設内研修」へと移行した．そして
この年に初めて「家族懇談会」にて看取りをテーマに
とりあげた．すでに看取りの対象となっている方の
家族と，まだまだ看取ることについて想像もつかな
い家族が混在し，私たちが思う以上にいろいろな意
見を聞くことができた．家族側からも，「施設での看
取り」に対して漠然としていたことが，少しではある
がイメージできたと評価された．平成 26 年度には看
取り報告書をリニューアルした．あえて項目を無く
すことで，意見も自由に記入しやすくなり，一目です
べての内容が分かるようにした．平成 28 年度の家族
懇談会では再度看取りにテーマを置き，「看取りを終
えて」ということで，看取りから 1 年を経過した家族
に協力してもらい，対談形式でその時の思いや今現
在の思いを赤裸々に語ってもらった．参加された家
族からは，看取りについて前向きな意見をもらった．
また，この年にも報告書を改定した．意見が出にく
くなった現在の報告書をここで一新し，記入しやす
く，思いを引き出しやすいような工夫を凝らした配
布用紙を別に作成し，それを担当の介護職員が最後
の仕事としてまとめ上げるようにした．
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考 察

食事の取り組みについては，食事介助の椅子を低
くし，介助者の姿勢を正しくすることで，職員の腰痛
予防にも繋がった．車いすでは「ずっこけ座り」や「仙
骨座り」を起こしやすく，食事時などに姿勢を保つの
は難しいとされているが1)車いすのフットレストを
開放し，制作した足台にかかとをつけることで車い
すでも安定した座位を保つことができるようになっ
た．また，食事時の安定した姿勢は，食事の満足度に
つながると言われているが2)，実際に入所者からも良
い反応がみられた．またこの取り組みが家族に理解
されて共感を呼び，体にあった車椅子の個人購入へ
と繋がっていった．そして，食事環境の改善により，
食堂で外食気分が味わえるようになった等，入所者
からの喜びの声が聞かれた．家族で共に食事時間を
過ごすことで，食事介助や入所者の食事形態に対す
る不安が挙がったため，事前に食事介助の様子を見
学してもらい，改めて取り組みの内容やねらいを説
明することで，理解が深まりたくさんの評価を得る
ことができた．家族の来苑時には職員から積極的に
様子を報告し，その日の状態などをその都度理解し
てもらえるようにした．食事量の低下が見られた時
などには，入所者がその時食べたい物や好物，自宅で
よく食べていたもの等を家族に依頼すると，快く承
諾して持参された．このように，家族とのかかわり
に取り組むことで，家族への情報提供の重要さと，入
所者が家族と共に過ごす時間の大切さを学ぶことが
できた．また，家族の共感・理解を得ることが入所者

にとっても施設生活の中での安心と喜びになること
を実感した．自然な形での面会数の増加と，それに
伴いさらにより良い形での情報提供を行うことで利
用者の現状を共有・理解してもらえるよう努めてい
き，個別性を活かした援助を行っていきたいと思う．
次に排泄ケアの取り組みについては，3 名のうち 1 名
しか効果がなかった．まず，GOS 製品単独の摂取で
は 3 名ともおおむね効果がみられなかった．ここで
1 名脱落，2 名で行うこととなる．続いて GOS 製品+
水分摂取量強化についてだが，水分摂取量が毎日
1,000 ml/日以上は超えたものの，摂取目標量の 1,500
ml を達成できた日は少なかった．しかし，取り組み
前と比べると改善傾向ではあり，1 名については適切
なトイレ誘導を行うことでおむつ内での排便や便失
禁する頻度が減少し，トイレでの排便回数は増えた．
実施前には定期処方以外に臨時処方の下剤を服用し
て，2～3 日に 1 回の排便サイクルだったものが，下
剤に頼ることがなくなった．その後，GOS 製品を中
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表１

図９ アクションプランの結果 H25.9.1～11.30

表１ 介護老人福祉施設における看取り介護に係る介護報酬

臨時下剤服用
排便日／ 1か月



止してからもしばらく効果は続いた（図９）．自然排
便の回数が増加したことにより，下痢便や軟便が続
く，便秘が原因で起こっていた臀部や陰部の皮膚ト
ラブルの減少にもつながった．この取り組みで，健
常若年女性対象では GOS 摂取における排便状況の改
善は期待できるものの3)，重度の介護を要する特養入
所の高齢者については GOS 単独での効果の期待は難
しいと言える．健常若年者に比べ，身体機能の低下
における活動量の低下や内臓器の老化に伴う機能低
下が起こっている高齢者にとっては，これらについ
ての対応も改善に必要であると言えるだろう．また，
この取り組みを行った時に比べ，要介護 4 以上の人
数が 80％を占める現在では，トイレ誘導の排泄介助
が負担になる方が増え，再びオムツ交換が中心となっ
てきている．そうした介護の重度化の影響により，
重篤な便秘に悩む入所者も増加している．このよう
な状況の中でも，1 人でも多くの入所者に，排泄に対
しての不安や不快感が排除できるよう，多職種で連
携して取り組むことがさらに重要となってくると思
われる．

最後に看取りについては，平成 18 年度より我々が
試行錯誤してきたことについては，他の特養でも同
じようなことが行われてきている6)．家族の気持ち
の揺れにどう寄り添うのか，経験の浅い介護職員に
対しての精神面でのフォローなど目に見えない部分
での多職種協働，とくに看護職員の介護職員へ対す
る教育やフォローが重要であると考える．また「看
取り」の加算条件（表 1）として個室の確保があるが5)，
当施設では専用の部屋がなく，個室をショートステ
イ（短期入所）と共用で使用している．看取り対象者
の急変時にはショートステイ利用者の居室調整が必
須であるが，なかなか調整に苦慮している．平成 27
年以降，急激に看取り人数が増加し，フロアそれぞれ
に終末期の入所者が重なっていたり，連日の看取り
や 1 日のうちに 2 人看取るようなことも出てきた．
そのため，看護職員をはじめ，肉体的・精神的にもか
なりの負担を強いるようになってきている．これか
らも看取りの人数が減ることは考えにくいことから，
職員の勤務体制，特に夜勤体制についての見直しを
考える時期にきている．

お わ り に

現在介護現場では人員不足や介護の重度化が進む
中で，日々業務に追われながらも，すべての職員が
サービスの充実を目指して取り組みを行っている．
法人の運営理念のもと，人と人とのつながりを大切

にし，「長生きして良かった」といえる施設での生活
を作っていくことの延長線上に「その人らしさを尊
重した過ごし方」があると私たちは考える．今回，
テーマを３つに分けて取り組みを紹介してきたが，
これらは互いに絡み合っており，それぞれ独立して
まとめることにかなり苦労した．私たちはこれら３
つの取り組み以外にも認知症ケア，機能訓練や余暇
活動等，個別ケアも含めて入所者に対する援助をシー
ムレスに考え，多職種協働で取り組んでいる．この
枠組みを施設と法人全体，さらには「きつこう会ヘル
スケアシステム（きつこう会 Health Care System）」
全体にまで拡げていければと考える．

今後さらなるサービスの質の向上を目指していく
上で，人材の確保と育成が大きな課題となってくる
なか，介護職員がいかにこの仕事の魅力や喜びを自
ら導き出し，モチベーションアップに繋げて行ける
か，また各々の自己啓発に励み，専門的知識を深めて
行けるよう，しっかり施設全体で道標を作っていく
ことが大きな課題であると思われる．
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